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特別養子を中心とした養子制

度の在 方 関す 研究会 

資料 

－  

 

特別養子縁組の目的等 関す 総論的検討及び 

養子と 者の年齢要件 ついて 

 

 

第  特 養子縁組 目的等 関 総論的検討 

 総論的検討 必要性 

  本研究会 第 回会議 特 養子縁組制度 見直 基本

的 視点 定 特 養子縁組 目的 改 検討

。特 養子縁組 専 養子 子 利益 制

度 い 普通養子縁組 実現

特 養子縁組 実現 子 利益

何 い 様々 観点 議論 。  

  現行法 未成 者養子縁組 い 普通養子縁組制度 基

本的 制度 特 類型 特 養子縁組制度 設

い 。 特 養子縁組 要件 和 特 類型 適

用範 大 いう側面 改 立法 実

大 必要 寧 論 必要 あ 。 普通

養子縁組制度 整備 対応 い う

検討 い。  

 

 特 養子縁組 理念 目的等 

  特 養子 専 養子 子 利益 制度 あ

家庭 恵 い子 温 い家庭 え 健全 育成

目的 1 養親子間 実親子関 比

肩 う う 強固 安定 法的枠組 2 え 普通養

子縁組 異 法的効果 養親 実父母 法 親子

                                            

1 細川清 改 養子法 解説 頁 頁 頁  

2 細川前掲 頁 頁  
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関 終了 縁 原則的禁 戸籍 特 扱い いう

効果 付 い 。 効果 子 利益

う い 個 検討 。  

 

 法的効果 子 利益 関  

 実方親族関 終了 

ア 養子 温 い家庭 え いう あ 養親子間

新 法 親子関 発生 足 実方親族関

終了 必然性 い 考え 。 わ

特 養子縁組 い 実方親族関 終了

理由 第 実方親族 権利 制限 必要性 挙

い 。 わ 養子 生育 関 実方 父

母 養子 対 扶養 請求 養親 産 相

養子 対 実方 父母等 相 権 主張

当 理由 い 養親 監護養育中 実親 面会交

流 求 余地 残 特 養子縁組 目的 反

いう指摘 あ 3。本研究会 第 回会議 い 実方親

族 親族関 存 養子 子 面識 い実

親 消極 産 借金 相 訴え 提起

実親 扶養 請求 あ

実方親族関 終了 意義 指摘 意見 あ

。  

  対 消極 産 相 相 棄 対応

可能 あ 扶養請求 い 扶養 程度又 方法

定 当 情 考慮 民法第

条 実親 子 生育 関 う 案

子 扶養 命 想定 い い 見方

。 対 民 訴訟や家

件 手 関 余儀 自体 養子 精

                                            

3 大森 輔 特 養子法逐条解説 戸籍時報 頁 細川前掲

頁 頁 新版注釈民法 頁  
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神的 含 大 担 再反論 考え 。 

イ 第 特 養子縁組制度創設直 論稿 実方親族関

終了 意義 養親子関 心理的 安定 確保

親子 体感 強化 挙 あ 4。

わ 実親子間 養親子間 親子関 存在

養親子間 親子関 存在

養子 自 親 養親 い い 感 他方 養親

責任 養子 育 自 い い 決意 固

結果 養親子関 心理的安定 親子

体感 強化 いう指摘 あ 。本研究会 第

回会議 い 特 養子縁組 養親 養子 本

当 家族 感 子 愛情 深

指摘や 養親 養子 独占 い いう気持 結果

子 愛情 あ う 効果 軽

視 い 指摘 あ 。  

  う 心理的 効果 存否 い 施行 実情 心

理学等 科学的 根 う 効果 生 他

要件 例え 養子 者 齢 等 検討

益 い 。 

ウ 第 養親子 心理的 情 着目 点 第 視点

共通 養親子相互間 心理的 情 第 者 対

関 点 第 視点 共通 心理的

情 着目 養親 安軽減 挙 あ

。本研究会 第 回会議 い 例え 実親 犯罪

あ 場合 養親 う 者 養子 者 実親

親族関 終了 い 心理的 抵抗感 持 者 多

い 指摘 あ 。 

  方 特 養子縁組 成立 実親 法 親族関

終了 生物学的親子関 否定 わ

い 養子 過去 い

                                            

4 米倉明 特 養子制度 研究 頁以 頁以  
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養親 者 安 実親 当 渉 あ 場合

法的 対処方法 寧 教示 適 支援体制

構築 和 い あ 指摘 あ 。 

エ 以 う 実方親族関 終了 い

観点 養子 者 健全 養育環境 え 資

あ 指摘 い 。他方 実方親子関

解消 実方親族 特 実親 大 利益 え

あ 特 養子縁組 適用範 大 う 検

討 当 養子 者 利益 実親等

利益 十 配慮 両者 利益 バ ン 必要

あ 考え 。実親 利益 現行制度 特 養子縁

組 当 同意 要件 保護

い 仮 同意 撤回制限や同意 要類型 大 検

討 あ 実親 利益 害 い 慎

検討 必要 あ 。  

 縁 制限 

  縁 制限 い 養親子関 成立 場合 容易

解消 い あ 養

親子関 法的 安定 資 あ 異論 少

い 思わ 。第 回研究会 い 子 成長 成

迎え 同 親 愛情 要 あ

特 養子縁組 縁 制限 子 利

益 要 あ 指摘 あ 。 

  方 未成 者 養子 普通養子縁組 い 容易 縁

対 批 あ 普通養子縁組 う 未成

者 養育 目的 い 縁 制限 検討 必

要 あ 考え 。仮 う 見直

縁 制限 類型 う 抽出

い 困 予想 。 縁 制限 特 養子 メ

ッ あ いえ い 。  

  他方 養子 縁 制限 子 酷 場合

あ 必 特 養子制度 側面 あ 言い
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い 指摘 あ 。  

 

 実親子同様 関 意義 

  特 養子縁組 前記 子 温 い家庭 え 健全

養育環境 整備 最終的 目的 い

特 効果 付 い 制度 関 実親子関

同様 関 形成 キ ワ 用い

う 関 通 子 利益 いう説明 。

いう 実親子関 同様 関 う 意

味 う 子 利益 増進

必 明確 い う 思わ 。  

  捉え方 実方親族 関 終了 縁 制限 戸籍

記載 工夫 いう法的効果 あ 実親子関 同様 関

表現 い 法 効果 いう 以 意味

持 い いう捉え方 あ 。 見方 変え

実方 親族 関 終了 伴う相 権 消滅 扶養義

務 消滅 等 効果 直接子 利益 増進 いう捉え方

あ 思わ 。 う 捉え方 あ 特 養子

縁組 対象 見直 当 記 各法 効果 付

望 い う いう観点 検討 い 足 考え

。  

  う 捉え方 実親子関 同様 関 養親子間

実親子間 同質 愛情 存在 幼少期 経験 共

単 法 定 効果 あ いう 以 意味

いう捉え方 あ 。例え 養子 齢要件 実親子 同様

関 築 幼少 子 あ いう考え方 基

い 設 説明 い 5 う 説明 実親

子同様 関 意味 記 法的効果 いう

尽 い 示唆 い 。 う 捉え方

見方 変え 実方親族関 終了等 実親子関 同様 関

                                            

5 細川前掲 頁  
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実現 手段 あ 他 条件 相

う 関 実現 う 場合 特 養子縁組

効 あ いう考え方 。 う 捉え方 特

養子縁組 対象 見直 当 実親子関 同様 関

う 場合 成立 得 追求 必要

う 思わ 。  

  記 い 考え方 従 見直 行う い

議論 深 必要 あ い ※ 。  

※ 記 議論 端緒 見方 示

あ 実親子関 同様 関 特 養子縁組

各種 具体的 法 効果 子 利益 増進 関 い

様々 捉え方 あ 得 思わ 。 

 

 特 養子縁組 本質 い  

  本研究会 第 会議 特 養子縁組 成立 審 い

実親子関 終了 う 置付 いう問題提起

。 わ 特 養子縁組 成立 審 本質 あ

養親子関 成立 主眼 あ 実方親族関 消

滅 反射的 効果 い 養親子関 成立 実方親族

関 消滅 同等 第 的 目的 い 実方親族

関 消滅 主眼 あ いう問題 あ 。  

  特 養子縁組 制度趣 児童虐待 適 養育環境

解 いう点 点 置い 理解 記 又 う 理

解 立場 結び や い。 立場 特 養子

縁組 申立権者 い 児童福祉 観点 考慮 児童相談所長

親権喪失等 申立権 い 同様 特 養子縁組 申

立権 え あ いう発想 生 や い。  

  特 養子縁組制度 専 虐待対応 創設

制度 身 関 変動 類型 あ 視

特 養子縁組 本質 い 記 う 捉え
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6。 う 児童相談所長 他者 特 養子縁組

成立 申 立 いう点 い 理論的 根

検討 必要 あ う 思わ 。 

  記 う 捉え 場合 特定 養親子

関 前提 あ 子 い 特 養子 相当 あ

断 わ 子 実方親族 関 終了 相当 あ

断 可能 いう問題 深刻 思わ 。特

養子縁組成立 手 段階 議論 段階目

手 う 断 求 う 思わ

同様 点 関 理論的 根 検討 要 考え 。 

  点 関連 親権喪失等制度 特 養子縁組 関

整理 例え 親権喪失 裁 あ う

定 い 特 養子縁組 い 同意 要

う い 方向 制度設計 検討

う 思わ 。  

 

 特 養子縁組制度 い 他 視点 

 普通養子縁組 対 ベ ン 懸念 

  特 養子縁組 い 子 温 い家庭 え いう観点

特 効果 評価 意見 あ 方 特 養子縁組

い 本当 家族 い え方 未成

者 養子 普通養子縁組 い 誤 メッ

い 指摘 あ 。 わ 未成 者 養子 養

子縁組 特 養子縁組 普通養子縁組 い 類型 あ

子 利益 第 検討 あ わ

実親子関 作 特 養子縁組 う い 普通養子縁

組 い 形 誤 ベ ン あ 普通

養子縁組 親子関 希薄 あ う 印象 持

い 問題 あ 指摘 あ 。仮 子

                                            

6 結び あ 親和的 あ いう 過 論理必

然的 いえ い。  



8 

 

養育環境 整備 制度 特 養子縁組 優 性 強

調 場合 普通養子縁組 い 記 う ベ ン

強化 結果 い 考え

う 考え 。  

 特 養子縁組 選好 いう社会的実態 存在 

  他方 現実 養親 う 者 特 養子縁組 希望

者や普通養子縁組 抵抗 持 者 多い いう実態 あ

以 特 養子縁組 対象 大 未成 養子全体

数 増や 結果 多 子 家庭的

環境 養育 考え 。  

  点 い 比較的高 齢 養育 開始 特

養子縁組 希望 い いう 案 程度あ 養子

縁組 大 改 目的 改 実効性 あ

いう点 検討 必要 あ 。 述 本当 親子

形成 特 養子縁組 う い普通養子縁組 いう誤

ベ ン い 結果 考え 社会的実態

前提 特 養子縁組 対象 大 誤 ベ

ン 修 あ 考え 。  

 

 

第  養子 者 齢要件 変更 い  

 現行法 規  

  民法第 条 原則 特 養子縁組成立 審 申

立時 い 者 養子 い

以 原則要件 いう。 例外的 未満 者 あ

未満 時 養親 者 的 監護 い 場合

養子 定 以 例外要件 いう。。 

  う 齢要件 定 い 立案担当者 説

明 以 あ 7。  

 養親 養子 間 実親子同様 実質的親子関 形成

                                            

7 細川前掲 頁  
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期待 養子 者 幼少 監護養育

始 場合 あ 。 

 養子 者 超え い 場合 実親 関

実質的 い 可能性 あ 就学 社会

的 生 い 養親子間 実質的親子関 形成

困 実親子関 断絶 相当

い場合 少 い。  

 養子 者 地 期 確定 望 い。  

 普通養子縁組制度 あ 以 対象者 齢 制限 弊

害 少 特 養子制度 妥当性 明白 あ 場合 限 適

用 認 相当 あ 。  

 将来 特 養子制度 社会的 定着 制度 理

念 広 国民 理解 う 養子 者 対象

者 大 十 考え 。  

 

 児童虐待対応 法関 び特 養子縁組制度 利用 進

在 方 関 検討会 以 厚労省検討会 いう。

議論 

  厚労省検討会 実父母 家庭 養育 い子

永 的 家庭 養育 機会 広 え

う 現行制度 齢要件 引 考え

報告 配付資料 特 養子縁組制度 利用 進 在

方 い 。以 厚労省検討会報告 いう。

。  

  以 案 挙 い 。  

児童福祉法 児童 範 合わ 未満 者 養子

う 案  

民法親族 相 い 以 者 意思 相応 尊

い 未満 者 養子 う

案  

原則 未満 要件 基本的 維持 例外 未満 要件

引 案 例え 子 未満 間 養育 開始
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養育 場合 未満 申立 認

等  

 

 齢要件引 必要性 

 厚労省検討会 議論 

  厚労省検討会報告 特 養子縁組制度 利用 適

以 児童 存在 以 調査結果 存在 。  

 特 養子縁組 検討 考え 案 中 齢

要件 壁 い 案 ％存在 。  

 親や児童養護施設等 以 子 成

現在 約 万人い 。  

 特 養子縁組 成立 案 う 縁組成立時

児童 齢 以 あ 案 児童相談所

％ 民間あ 団体 ％ あ 。  

  他方 厚労省検討会 幼児以降 縁組 児童相談所 関

行わ い い 齢 高い養子縁組 い 養

親側 需要 い等 意見 述 。 

 具体的 ニ 類型 

  養子 者 齢要件 引 新 特 養子縁組

利用 子 類型 具体的 う

想定 。 類型 現行法 い 特 養子縁組

認 未満 子 異 。  

  例え 厚労省検討会 議論 実親 所在

明 あ 場合や 実親 同意 得 い場合 あ

指摘 あ 。養親 親 養子 幼少期 養育

い 情 特 養子縁組 申立 遅 養

子 齢要件 経過 いう 案 念頭 置 う

ニ 対応 例外要件 和 いう方法 考

え 。 う 改 い 特 養子縁組 利用 場

合 念頭 置 い 現行法 大 異

い。  

  対 子 あ 程度大 父母 監護
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困 又 適当 あ 特 情 発生 いう場合

特 養子縁組 利用 あ 例外要件 和

十 あ 幼少時 監護 い いう要件 除

外 必要 あ 。 う 改 行う 養子

齢 限 何 特 養子縁組 適用対象

現行法 念頭 置い い 類型 大 変更

場合 現行法 養子 者 齢 限定 趣

照 変更 必要性 許容性 い 慎 検討

必要 生 述 。  

  以 う 養子 者 齢要件 い 見直 在

方 具体的 う 子 対応 異

。 今日 社会 い 具体的 う

い う 理由 超え 子 養子縁組

ニ 生 い 具体的 把握 必要 あ 。  

  う ニ 生 い 普通養子縁組

ニ 満 可能性 い 検討 必要

あ 第 関連 。。本研究会 第 回会議 い

齢要件 引 場合 現在 特 養子制度 考え方 大

変更 提示 制度趣 何

普通養子縁組や 親 成 い利益 何 検討

意見 述 。  

 

 齢要件 見直 当 検討 問題点 

 養親子間 実質的親子関 形成  

ア 前記 記載 養子 者 齢要件 養親

間 実親子 同様 関 築 幼少 子

あ いう考え方 基 い 設 あ 。厚労省検

討会 い 齢 大 親子関 形成

養親 虐待や育児 棄 懸念 意見 述

。  

  仮 養子 者 齢 関 原則要件 和 比較

的 長 養親 養育 開始 子 い
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特 養子縁組制度 対象 う 子

養親 間 実親子 同様 親子関 築

いう点 い 考え方 大 変更 。

可否 検討 比較的 長 子 養子

場合 養親子関 実質的親子関 円滑 形成

困 あ いえ 養親子関 何 問題 生 可

能性 高い いう 実 存在 確認 必要 あ う。 

注 研究会報告 特 養子縁組成立 問題 養親

養育困 訴えや虐待等 生 案 検討

養子縁組成立時 児童 齢 問

題発生率 ％以 あ 比 高い

結果 示 い 。 サンプ 数 必

多い いえ い 評価 い 慎 検討

要 。  

イ 他方 子 既 あ 程度 長 い 場合 実

親以外 者 実親子同様 関 築 い

親や普通養子 特 養子以外 制度 い

同様 あ 。 う 実親子同様 関 形成

う いう点 視 端的 実方親

族関 終了や 縁 制限 いう効果 い養育環境

整備 益 あ う いう視点 視

あ 考え 。 

  う 観点 考え 面会交流 排除や 縁 制限

養子 齢 わ 養育環境 安定 資

あ いう 実方親族 間 相 関 や

扶養義務 排除 養子 者 齢 わ

要 意味 持 考え 。  

  対 実方親族関 終了 子 養

親 自 唯 親 考え う 前記第

いう心理的 効果 指摘 い 養子 者 あ 程

度 長 い 場合 実親 親 認識 実親

過 記憶 残 い 実親 関 実質的
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い 可能性 あ 記 う 効果 期待

う い 議論 得 思わ 8。  

ウ 以 踏 え 点 う 考え 。  

 養子 者 地 確定 遅  

  養子 者 齢制限 根 地 期 確定

望 い 挙 い 。養子 者 齢

養子 者 形成 社会的関

実親 親族 関 学校生活 関 人関 等 大

中途 断 好 い 考え

実親以外 者 養育 開始 場合

養育関 期 安定的 望 い

考え 。  

  う 観点 例外要件 見直 幼少期

養育 開始 い いう要件 維持 申立時

齢要件 和 いう方法 採 場合 実親以外 者

養育 い 者 親子関 形成

う 確定 い い いう状態 長期間 わ

身 関 期 安定 いう要請 合致 い

生 。  

  

他 検討 問題点 い 。  

 

 具体的 齢要件 

  以 踏 え 具体的 齢要件 う 考え 。 

 原則要件 未満 考え方 特 養子縁組 未成

養子 全体 9 大 あ 仮 う 考え

                                            

8  般的 要件 齢要件 和 縁組 効果的

う い 個 案 応 家庭裁 所 断

委 考え 。 う 場合 家庭裁 所 審 期

待 役割 大 。  

9 成 齢 満 改 検討 う 改

実現 特 養子縁組 対象 未成 者全体 大
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方 採 少 以 者 い

同意 要件 意思 尊 法 制度 設

必要 考え 述 。  

 幼少時 的 養育 要件 いう要件

和 考え 。 申立時 齢要件 和 い

う考え方 採 場合 前記 現在 比 申立

遅 可能性 否定 養子 者 法的地

長期間 わ 安定 い いう懸念

い う 考え 問題 得 。  

 

 派生 論点 

 養子 意思確認 

  現行法 い 養子 者 同意 特 養子縁組成立

要件 い い。 養子 者 未満 齢

あ 法 意味 あ 断能力 い あ

説明 い 10。仮 養子 者 齢要件 引 場

合 う 前提 崩 新 養子 意思 確認

制度 設 う 検討 必要 あ 。  

  普通養子縁組 養子 者 未満 あ 場合

法定代理人 代わ 承諾 民法第

条第 項 逆 養子 者 以 あ 場合

者自身 承諾 必要 あ 11。特 養子縁組 実方親族

関 終了 普通養子縁組 比 養子 者 身

関 大 影響 仮 特 養子縁組 い

以 者 養子 いう改

あ 普通養子縁組 バ ン 養子 者

以 場合 同意 要件 必要 あ 考え 。 

  対 普通養子縁組 許可 審 当 養子

                                                                                                                                

。  

10 細川前掲 頁  

11 身 法 いう 齢 基準 用い

い 民法第 条第 項 第 条 第 条等参照 。  
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者 未満 場合 意思 確認 必要的

い ※ 。 未満 子 い 自 認識

表現 意向等 表明 能力 具備 い

いえ い あ 説明 い 12 個々

子 発 程度 応 意見聴 適当 あ 断

場合 家 件手 法第 条 規定 基 い 意見聴

行う 。。 う 考え方 前提 特 養子

縁組 い 養子 者 齢要件 和 場合 あ

未満 子 い 同意 法 要件

家 件手 法第 条 規定 委 相当

あ 考え 。  

  他方 実方親族関 終了 否 断 将来予測

伴う困 あ い心理的 担 伴う可能性 あ

踏 え 必要 あ 。  

※ 家 件手 法第 条 家庭裁 所 親子 親権

又 未成 見 関 家 審 他未成 者 あ 子

未成 被 見人 含 。以 条 い 同 。

結果 影響 家 審 手 い 子

陳述 聴 家庭裁 所調査官 調査 他 適 方

法 子 意思 把握 う 努 審 当

子 齢 び発 程度 応 意思 考慮

い。 規定 い 。立案担当者

趣 子 利益 確保 観点 子 齢

わ 子 意思 把握 考慮 必要 あ 児童 権

利 関 条約 成 条約第 第 条 照

子 意思 考慮 等 国 的 要視 い

説明 い 。 

規定 特 養子縁組 成立 審 同法 表

項 適用 あ う 方法 家

庭裁 所 断 委 子 意思 把握

                                            

12 金子修 逐条解説家 件手 法 頁  
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義務 い い。 

 養親 者 齢 ※  

ア 現行法 規  

  特 養子縁組 い 未満 者 原則 養親

例外的 夫婦 養親 場合

方 以 あ 足 民法第 条 。普

通養子縁組 い 成 い 養親

対 特 養子縁組 い 原則 以

いう 齢要件 定 理由 齢 養子 将来

わ 確実 監護養育 養親 者 精神的

社会的 相当程度成熟 十 監護養育 能力 備え

い 必要 あ 単 成 い

通常十 あ いえ い あ い 13。

夫婦 方 以 足 夫婦

齢 差異 あ 通例 あ 他 方

い 夫婦 監護養育 能力 程度 少

い 考え あ 14。 

  以 う 齢要件 帰結 特 養子縁組 い

養親 養子 間 自 定 齢差 確保

。 わ 養親 審 時 以 夫婦 方

以 足 。 養子 申立時 原則 未満

例外的 未満 あ 要件 あ 養子 養親

少 方 間 原則 程度 他方 間

程度 例外的 場合 程度 他方 間

程度 齢差 必然的 生 。特 養子縁組 実

親子同様 実質的親子関 形成 目的 い

養親 養子 間 実親子同様 齢差 あ

望 養親子間 齢差 確保 う 要

請 合致 い 15。 

                                            

13 細川前掲 頁以  

14 細川前掲 頁  

15 細川前掲 頁  
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イ 養子 者 齢要件 引 場合 養親

者 い 現在 う 齢要件 定 養親子間

齢差 確保 い 何 手当

必要 あ う 問題 。  

  仮 見直 場合 養親 齢要件 引

方法 現行法 養親 齢要件 維持 新 齢差

要件 設 方法 考え 齢 子 養子

大半 占 いう特 養子縁組 現状 鑑 前

者 方法 採 養親 者 い 要件 加

結果 可能性 高い。 う 者 方法

採 合理的 あ 考え 。  

  仮 齢差要件 新 設 場合 具体的 何 差

設 適当 考え 。検討 当 現状

い 記 又 程度 齢差 生

参考 考え 。 実親子 同様

齢差 いう要件 考え 婚姻適齢 規定 男性

女性 16 参考 考え 。  

  仮 齢差要件 新 設 場合 配偶者

方 い 民法第 条 書 参考 例外規

定 設 必要 あ い 。現状 同条 書

適用 場合 前記 養親子 齢

又 程度 あ 得 仮 程度

齢差 要件 あ 例外要件 定 い限

現行法 許 特 養子縁組 新 齢差要件 許

容 い あ 。  

※ 配布資料 特 養子縁組 成立 審 件等 実情

い 成 成

間 特 養子縁組 成立 審 件 養父 者

均 齢 養子 者 均 齢差

                                            

16 女性 婚姻 齢 い 検討

い 。  
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養母 者 均 齢 養子

者 均 齢差 あ 。  

 未成 普通養子縁組 関  

  特 養子縁組 齢 大 引 場合 未成 者 多 又

全員 普通養子縁組 特 養子縁組 用意

。 伴い 新 特 養子縁組 未成 普通

養子縁組 間 う 役割 担 想定 い ※ 。

役割 担 伴い 未成 普通養子 規 修

必要 生 い 。 

  逆 特 養子 齢要件 現在 水準 維持 あ

普通養子縁組 規 修 特 養子縁組 広

利用 望 ニ 応え 必要 い 。 

  ※ 本研究会 第 回会議 未成 養子縁組制度 中心

子 未成 時 親 う 養育 いう点 あ

普通養子縁組 い 実親 関 断

親子関 あ 適当 普通養子縁組 い

親子関 う コン ロ 検討 未成

普通養子縁組 特 養子縁組 間 役割 担 棲

い 意見 出 。  

  

他 養子 者 齢要件 変更 伴い 検討 論点

い 。  
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